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                                      平成２９年２月２７日 

  ＫＥＭＰＯＳご担当 殿                                                                  

                                            株式会社 ネットワークス 

                                                           〒561-0893 豊中市宝山町 23-31 

                                        TEL06(6844)1069 FAX06(6844)2754 

                                                           〒102-0083 千代田区麹町 4-1-4 

                                        TEL03(3556)2921 FAX03(3556)2923 

                 

平成２９年３月バージョンアップのご案内 

 

 拝啓 貴所益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。毎度格別のお引立てに預かりありがとうございます。 

さて、ＫＥＭＰＯＳに関し、以下の点につきバージョンアップを行いますのでご案内申し上げます。 

バージョンアップ内容の詳細につきましては、弊社ホームページにアップしてあります。 

 

 ３月から韓国の改正特許法の施行となり、又昨年はインドネシア特許法の改正がありましたので、今回は 

外国出願関係を主眼において追加・修正を行いました。 

敬具 

 

バージョンアップ内容（今回のリリースは Ver770となります） 

 

 今回のバージョンアップは、外国出願関係の法改正への対応及び整備を中心に行っています。 

 

（１）外国出願の法改正他への対応 

 

１．韓国特許法改正（2017/3/1施行）に対応しました。 ................................................. 5 

 ・審査請求期間の短縮：５年→３年に短縮されます。 

 ・特許取消申請制度：登録公告後６ヶ月以内に可能です。 

 ・特許査定後の職権再審査制度：特許査定から登録までの間に審査官が職権で特許査定を取り消して審査を 

再開することができるようになりました。 

 ・外国審査結果の提出命令：審査官が優先権主張出願の場合に第一国での引用文献の提出を命令することが 

  できるようになりました。 

 ・審査請求期間の異なる２つの法律が存在することになるので、新たに「KR特許 17」を設けます。 

 

２．インドネシア特許法改正（2016/8/26施行） ...................................................... 16 

 ・出願から登録までの累積年金の納付期限が、登録日から１年以内から６ヶ月以内に短縮されました。 

 ・登録後の年金の納付期限の起算日が登録日から出願日に応当する日の１ヶ月前に変更されました。 

（旧法の「３年間納付しなかった場合に消滅し、３年分の未納の支払義務がある」は廃止されました。） 

 ・これから登録になるものだけではなく、現在、存続中の権利にも適用されます。遡って年金期限の修正 

  が必要となります。過去分も遡って更新されるので、新たな出願種別は設けません。 

 

３．US意匠の存続期間の改正（2015/5/13施行） ...................................................... 23 

 ・米国におけるハーグ協定の発効（2015/5/13）に伴い、存続期間が１４年から１５年に延長されました。 

  国際意匠経由以外も含めて全ての意匠に適用されます。2015/5/13以降の出願に適用されます。 

したがって存続期間の異なる２つの法律が存在することになるので、新たに US意匠 15を設けます。 
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４．インド特許法改正(2016/5/16施行) .............................................................. 28 

・アクセプタンス期限が最初のオフィスアクションから１２ヶ月から６ヶ月に変更されます。 

  2016/5/16以前にオフィスアクションがあったものは、旧法の１２ヶ月が適用されます。 

  アクセプタンス期限の異なる２つの制度が長期に亘って併存するものではないので、応答期限の修正で 

対応します。新たな出願種別は設けません。 

 

５．米国マドプロ商標用の出願種別を追加しました。 .................................................... 32 

 ・マドプロ経由で米国に移行した場合、使用証明期限の管理ために台帳を作成する必要があります。 

 ・使用証明の起算日が登録日ではなく、保護認容日であるため、別の出願種別を設けて管理します。 

 

６．フィリピンマドプロ商標用の出願種別を追加しました。 .............................................. 38 

 ・マドプロ経由でフィリピンに移行した場合、使用証明期限の管理ために台帳を作成する必要があります。 

 ・使用証明の起算日が登録日ではなく、保護認容日であるため、別の出願種別を設けて管理します。 

 

７．メキシコ実用新案の出願種別を追加しました。 ...................................................... 42 

 ・メキシコ実用新案の出願種別「18620：MX実案」を追加しました。 

 

８．ハーグ協定に基づく国際意匠「WO意匠」の年金管理を修正しました。 .................................. 43 

 ・１５年超の保護期間を設けている国で保護を受ける場合に、更に５年毎に更新することで国際意匠を維持 

  することができます。その場合、個別指定料というかたちで対象となる国分だけ払えば良いものです。 

  日本の場合は、登録日から２０年なので、更に５年分の個別指定料を国際事務局に対して支払う必要が 

  あります。その場合、権利発生の起算日が、国際意匠の場合は国際登録日（日本出願の出願日）で、 

国内意匠の場合は登録日で期間にずれがありますが、追加の５年の支払は不要で、その場合でも 

日本の権利は登録日から２０年維持されます。現在、存続期間１５年としているのを３０年に変更しました。 

 

９．KR特許の拒絶査定時の分割出願期限の設定を整備しました。 ......................................... 46 

 ・最初の拒絶査定に対しては「再審査請求」か「不服審判請求」が選択できます。応答期限は拒絶査定から 

３０日以内です。２回目の拒絶査定に対しては「不服審判請求」のみとなります。 

  いずれも分割出願は可能です。期限は拒絶査定から３０日です。 

 

10．CN特許の拒絶査定時の分割出願期限の設定を整備しました。 ......................................... 50 

 ・期限は、拒絶査定通知を受領した日から３ヶ月以内です。不服審判請求提出後、または審決取消訴訟期間中 

でも分割出願は可能です。 

 

11．EP特許において、異議申立とそれに関係する異議審判手続を複数追加しました。 ........................ 54 

 ・EP特許で異議を受けた場合の手続を整備しました。 

 

12．国内国際意匠「意匠(WO)」における拒絶通報への応答期間延長に対応しました。 ........................ 56 

 ・国内出願人は６０日で延長は不可、在外者は３ヶ月で１ヶ月延長可能です。 

 ・期間延長の手続が意匠に対応していなかったので、対応するようにしました。 

 

13．ターミナルディスクレーマー提出特許の存続期限の計算方法を修正しました。 .......................... 62 

・ターミナルディスクレーマーについて先願特許と自身の存続期限を比較し、期限の短い方を設定するよう 

対応しました。現在は、関連出願に先願特許がある場合、無条件に先願特許の存続期限がセットされます。 

 

14．国テーブルに「形容詞」を追加しました。 .......................................................... 68 
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（２）編集コード関係 

 

１．編集コード VCに英文住所 2「{VC101AA&」を追加しました。 .......................................... 69 

 

２．編集コード VCに依頼人(係争依頼人)の公式名称「{VC701ALL」を追加しました。 ........................ 69 

 

３．手続 IDを指定して出願経過の送付日・受領日を編集するコードを追加しました。 ....................... 69 

 ・{VLnnnn}:送付日（nnnnは手続定義の先頭４桁。出願であれば「1100」） 

 ・{VMnnnn}:受領日 

 

４．出願台帳、受任台帳それぞれの優先権証明書期限、優先権証明書提出日を出力する 

編集コードを追加しました。 ..................................................................... 69 

  （出願台帳） 

   優先権証明書提出期限 「{PT}」（760版で実装済み） 

   優先権証明書提出日  「{PS}」 

  （受任台帳） 

   優先権証明書提出期限 「{PT}」 

   優先権証明書提出日  「{PS}」 

 

５．出願人の編集コードに以下の拡張区分を追加しました。 .............................................. 69 

・ALL:共同出願人の顧客名をカンマで連結 

・ALM:全出願人の顧客名をカンマで連結 

・ALN:全出願人の顧客名+「様」をカンマ区切りで連結 

・ALO:共同出願人の顧客名+「様」をカンマ区切りで連結 

・ALP:全出願人の顧客名+「殿」をカンマ区切りで連結 

・ALQ:共同出願人の顧客名+「殿」をカンマ区切りで連結 

・ALR:共同出願人英名を空白で連結 

 

６．編集コード CCの拡張コードに以下の２つを追加しました。 ........................................... 69 

・形容詞「{CC&」（Chineseや Korean等）  ・公式名称「{CC[」 

 

７．顧客台帳の UserCus1-UserCus3を出力する編集コードを追加しました。 ................................ 69 

・{CUJ:UserCus1  ・{CUK:UserCus2  ・{CUL:UserCus3 

 

８．日付の編集コードについて月日のみ出力するものを追加しました。 .................................... 69 

 ・{ND8:2/20（月日は半角で「/」で区切ります） 

  ・{ND9:2月 20日（月日は半角で月、日も文字を入れます） 

 ・Excel出力の場合は、前に「’」を付けます。（文書書式の画面で「A10:’{ND8」のように指定します） 

 

９．日付編集の拡張コードに「A」を追加しました。 ..................................................... 69 

・dd/mm/yyyyの形式で編集します。（「{NDA」の形式で指定） 

 

10．編集コード「RZ」の拡張コードに登録日(A)・登録番号(B)・出願国の公式名(I)を追加しました。 .......... 69 

 ・A、Bに関しては 760版時点で実装済みでしたが、出願台帳のみではなく受任台帳からの出力にも 

対応するよう修正しました。 

 ・登録日「{RZ0221A」 

 ・登録番号「{RZ0221B」 

・出願国の公式名「RZ0221I」
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（３）その他 

 

１．kmp特許の初期画面からの取り込みソフト起動に「受領書」「PCT中間」を追加しました。 ................ 70 

 

２．出願種別に「新規選択除外」区分を追加しました。 .................................................. 70 

 ・Trueにしておくことで、出願台帳にて新規台帳作成時に選択対象として表示されなくなります。 

 

３．初期メニュウ→書類発行の LisSEQのソート対象項目に「顧客 Ref、年金期限、審査請求期限、更新初日、 

更新終日」を追加しました。 ..................................................................... 71 

 

４．継続手続を整備しました。 ....................................................................... 72 

 ・継続手続を入力した際に、継続元の関連出願が追加されていなかったのを、追加するようにしました。 

 

５．顧客台帳の UserCus1～3について表題を指定できるようにしました。 .................................. 74 

・同時に入力枠を拡張しました。サイズは、表題20文字以内、内容30文字以内です。 

 

６．月締請求書の検索画面に ListSEQを追加しました。 .................................................. 76 

・「顧客 Ref」「請求日」「請求番号」「請求 ID」が指定できます。 

 

７．ＰＣＴ出願取込ソフトを英語出願に対応させました。 ................................................ 77 

 

８．関連出願に「ファミリー化非対象」「ファミリー化特例」区分を追加しました。 ......................... 78 

 ・ファミリー化非対象：Trueのものはファミリー化の対象から除外します。 

 ・ファミリー化特例：Trueのものはファミリー化の際に元の関連区分のままコピーします。 

 

９．台湾特許の再審査請求で応答期限を設定できるようにしました。 ...................................... 83 

 ・従来「韓国」「インド」「台湾」で同一の「再審査請求」手続を使用していましたが、台湾については 

  応答期限の設定が必要でしたので、新たに応答期限設定ありの「再審査請求」手続を作成し、台湾特許に 

  割当てました。 
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（１）外国出願の法改正他への対応 

 

１．韓国特許法改正（2017/3/1施行）に対応しました。 

 ・出願種別「KR特許 17」を追加します。 

 

 ・審査請求期間の短縮：５年→３年に短縮されます。施行日以降の出願に適用されます。 

 

 ・特許取消申請制度：登録公告後６ヶ月以内に第三者が申請することができます。 

  施行日以降に設定登録される特許権に適用されます。以下の手続を追加します。 

  24140: 特許取消申請受け 

  28110: 特許取消申請 

 

 ・特許査定後の職権再審査制度：特許査定から登録までの間、特許査定を取り消して審査を再開 

  することができるようになりました。施行日以降に特許査定されるものに適用されます。 

  以下の手続を追加します。この通知の後に拒絶理由通知が発送されるものと思われます。 

  32310: 特許査定取消通知 

 

 ・外国審査結果の提出命令：優先権主張出願の場合に審査官が第一国での引用文献の提出を命令すること 

  ができるようになりました。施行前に出願されたものも対象となります。以下の手続を追加します。 

  35320: 外国審査結果提出命令 

  35330: 外国審査結果提出 

 

１－１．追加する出願種別及び手続定義の説明 

 

１－１－１．審査請求期間の短縮 

 

・新たに「KR特許 17」を追加し、審査請求期間を３年に設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

１－１－２．特許取消申請制度 

 

 ・特許取消申請制度：登録公告後６ヶ月以内に第三者が申請することができます。 

  施行日以降に設定登録される特許権に適用されます。以下の手続を追加します。 

  24140: 特許取消申請受け 

  28110: 特許取消申請 

 

 ・KR特許 17の手続設定画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・特許取消申請受けの手続定義です。 
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 ・特許取消申請の手続定義です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－１－３．特許査定後の職権再審査制度 

 

 ・特許査定から登録までの間、特許査定を取り消して審査を再開することができるようになりました。 

施行日以降に特許査定されるものに適用されます。 

  以下の手続を追加します。この通知の後に拒絶理由通知が発送されるものと思われます。 

  32310: 特許査定取消通知 

 

 ・特許査定取消通知の手続定義です。 
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１－１－４．外国審査結果の提出命令 

 

・優先権主張出願の場合に審査官は第一国での引用文献の提出を命令できるようになりました。 

 ・施行前に出願されたものも対象となります。以下の２つの手続を追加しました。 

 

 ・35320: 外国審査結果提出命令 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・35330: 外国審査結果提出 
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１－２．入力手順の説明 

 

 ・KR特許 17の出願台帳です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２－１．出願の入力 

 

・審査請求期限が出願日から３年で計算されています。 
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・出願入力後の出願台帳画面です。審査請求期限が出願日から３年後で設定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２－２．外国審査結果提出命令の入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・応答期間が未設定ですので、応答期限は手動で入力します。 

  出願種別で応答期間を設定すれば、自動計算するようになります。 

  ここでは便宜的に３ヶ月で入力しておきます。 
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・外国審査結果提出命令入力後の出願台帳画面です。 

  応答期限に「外国審査結果」として応答期限が設定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外国審査結果提出の入力です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・期限解除の案内が表示されますので「はい」を選択します。 
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・外国審査結果提出入力後の出願台帳画面です。応答期限はクリアされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２－３．特許査定取消通知の入力 

 

・登録査定の入力です。納付期限が３ヶ月で設定されています。 
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・特許査定取消通知の入力です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・期限解除の案内が表示されますので「はい」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特許査定取消通知以降の手続について、はっきりしませんが、おそらく再度、拒絶理由通知が発行される 

  ものと思われます。 

  ここでは、設定納付の期限を解除するように設定してあります。 
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１－２－４．特許取消申請受けの入力 

 

・登録の入力です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・登録公報の入力です。 
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・特許取消申請受けの入力です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・この制度はほぼ異議申立制度と同様なものと思われます。 

  おそらく、取消申請の副本が送達されてきて、答弁書等の提出にすすむのではないかと思われますが 

  詳細は不明です。応答期間についても手動で入力します。 

  出願種別にて期間を入力すれば、自動計算するようになります。 

  ここでは、便宜的に３ヶ月で入力しておきます。 

 

・「特許取消申請受け」入力後の出願台帳画面です。応答期限「特許取消」が設定されています。 
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２．インドネシア特許法改正（2016/8/26施行） 

 

 ・出願から登録までの累積年金の納付期限が、登録日から１年以内から６ヶ月以内に短縮されました。 

 ・登録後の年金の納付期限の起算日が登録日から出願日に応当する日の１ヶ月前に変更されました。 

（旧法の「３年間納付しなかった場合に消滅し、３年分の未納の支払義務がある」は廃止されました） 

 ・これから登録になるものだけではなく、現在、存続中の権利にも適用されます。遡って年金期限の修正 

  が必要となります。過去分も遡って更新されるので、新たな出願種別は設けません。 

 

 ・ID特許の出願種別設定画面です。 

  年金起算区分に「ID特許型 2」を設定します。 
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・各種設定→手続機能設定で、ID特許の登録に初回年金の特注処理を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－１．出願の入力 

 

・ここで年金起算日を設定していますが、出願種別の年金起算区分「ID特許型 2」の 

規定にしたがって設定しています。出願日の１ヶ月前で設定します。 
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 ・転記の際、年金起算日設定の案内が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・出願入力後の出願台帳画面です。年金起算日が設定されています。 
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２－２．登録の入力 

 

・登録の入力です。インドネシアの場合、拒絶理由が発見されなかった場合、特許査定を経ずにそのまま登録 

  となります。そこで出願からの累積の年数を手動で入力します。 

  今回の場合、出願日が 2017/1/15で登録が 2018/3/10ですので２年分を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・以下のメッセージが表示されます。手続機能設定で登録時に「初回年金の特注処理」を設定しています。 

 その規定に基づいて、応答期限として「初回年金期限」をセットします。 
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・登録入力後の出願台帳画面です。次回年金期限が年金起算日（出願日の１ヶ月前）から２年で設定されて 

  います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・応答期限に「初回年金」が登録日から６ヶ月後の日付でセットされています。 
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２－３．初回年金の入力 

 

・手続定義に「22091: 初回年金(ID)」を追加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・インドネシア特許の手続に「初回年金(ID)」を追加します。 
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・初回年金の入力を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・初回年金入力後の出願台帳画面です。応答期限「初回年金」がクリアされています。 
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３．US意匠の存続期間の改正（2015/5/13施行） 

 

 ・米国におけるハーグ協定の発効（2015/5/13）に伴い、存続期間が１４年から１５年に延長されました。 

  国際意匠経由以外も含めて全ての意匠に適用されます。2015/5/13以降の出願に適用されます。 

したがって存続期間の異なる２つの法律が存在することになるので、新たに「US意匠 15」を設けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・US意匠の指定国出願分類に「US意匠 15」をセットします。 

国際意匠分割を行った場合に「US意匠 15」で US意匠の台帳が作成されます。 
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３－１．国際段階の入力 

 

・WO意匠で入力します。指定国として US、EP、KRを指定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国際登録の入力です。 
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・国際登録入力後の出願台帳画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２．WO意匠分割の入力 

 

 ・WO意匠分割を入力し、指定国の台帳を作成します。 
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・WO意匠分割実行後の WO意匠の台帳です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・WO意匠分割で作成された US意匠です。出願種別「US意匠 15」で作成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・外国出願タブ内には親 WO意匠の国際出願日、国際登録日がセットされています。 
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３－３．WO分割で作成された「US意匠 15」での登録の入力 

 

・登録の入力です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・登録入力後の出願台帳です。存続期限が登録日から１５年で計算されています。 

  US意匠の場合、年金は不要なので年金期限は設定されません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 

４．インド特許法改正(2016/5/16施行) 

 

・アクセプタンス期限が最初のオフィスアクションから１２ヶ月から６ヶ月に変更されます。 

 期間内に延長することで３ヶ月の延長が可能です。 

  2016/5/16以前にオフィスアクションがあったものは、旧法の１２ヶ月が適用されます。 

  アクセプタンス期限の異なる２つの制度が長期に亘って併存するものではないので、応答期限の修正で 

対応します。新たな出願種別は設けません。 

 

 ・IN特許 05の出願種別設定画面です。 

  アクセプタンス期限を手続日から６ヶ月(-6)で設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

４－１．出願の入力 

 

 ・出願の入力です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・出願入力後の出願台帳です。 
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４－２．ＯＡの入力 

 

・ＯＡの入力です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・転記の際、アクセプタンス期限設定の案内が表示されます。 
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・ＯＡ入力後の出願台帳です。応答期限が設定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・アクセプタンス期限が、ＯＡから６ヶ月後で設定されています。 
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５．米国マドプロ商標用の出願種別を追加しました。 

 

 ・マドプロ経由で米国に移行した場合、使用証明期限の管理ために台帳を作成する必要があります。 

 ・使用証明の起算日が登録日ではなく、保護認容日であるため、別の出願種別を設けて管理します。 

 

５－１．出願種別及び手続定義 

 

・出願種別「1142:US_MP商標」を追加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・出願種別「1140:US商標/旧」を修正します。指定国出願分類に「US_MP商標」をセットします。 
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・手続定義「21752：保護認容 US」を追加します。使用証明期限設定に「証明期限」をセットしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・US_MP商標の手続に「保護認容 US」を追加します。 
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５－２．親マドプロ出願での入力 

 

・USと CNを指定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・マドプロ分割を行い、指定国の台帳を作成します。 
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 ・マドプロ分割実行後の MP商標の台帳です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－３．マドプロ経由米国商標（US_MP商標）での入力 

 

・マドプロ分割で作成された「US_MP商標」の出願台帳です。 

  関連出願には親マドプロ及びファミリーとして別の移行国 CNと基礎の JP出願がセットされています。 
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・親のマドプロ出願の国際登録日・番号がセットされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保護認容の入力です。 
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・保護認容日及び使用証明期限がセットされています。 
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６．フィリピンマドプロ商標用の出願種別を追加しました。 

 

 ・マドプロ経由でフィリピンに移行した場合、使用証明期限の管理ために台帳を作成する必要があります。 

 ・使用証明の起算日が登録日ではなく、保護認容日であるため、別の出願種別を設けて管理します。 

 

６－１．出願種別「PH_MP商標」の設定 

 

・使用証明期限起算に「保護認容日」をセットしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・出願種別「PH商標/旧」の設定です。指定国出願分類に「PH_MP商標」を設定しています。 
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６－２．マドプロ商標の入力 

 

・親となるマドプロ商標です。US、CN、PHを指定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６－３．マドプロ分割で作成したフィリピン商標（PH_MP商標）での入力 

 

・マドプロ分割で作成された「PH_MP商標」の出願台帳です。 

  関連出願には親マドプロ及びファミリーとして別の移行国 CN、USと基礎の JP出願がセットされています。 
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・保護認容の入力です。使用宣誓書提出期限（出願日から３年）が設定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・転記の際、使用宣誓書提出期限設定の案内が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保護認容入力後の出願台帳です。保護認容日がセットされています。 
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 ・外国期限タブ内には出願日から３年の使用証明期限がセットされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・保護認容から５年後の使用証明期限は年金更新タブ内にセットされます。 
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７．メキシコ実用新案の出願種別を追加しました。 

 

 ・メキシコ実用新案の出願種別「18620：MX実案」を追加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外国出願の共通の手続が入力できます。 

  固有の手続は設定していません。 
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８．ハーグ協定に基づく国際意匠「WO意匠」の年金管理を修正しました。 

 

 ・１５年超の保護期間を設けている国で保護を受ける場合に、更に５年毎に更新することで国際意匠を維持 

  することができます。その場合、個別指定料というかたちで対象となる国分だけ支払う必要があります。 

  日本の場合は、登録日から２０年なので、更に５年分の個別指定料を国際事務局に対して支払う必要があ 

  ります。その場合、権利発生の起算日が、国際意匠の場合は国際登録日（日本出願の出願日）で国内意匠 

  の場合は登録日で期間にずれがありますが、追加の５年の支払は不要でその場合でも日本の権利は登録日 

から２０年維持されます。現在、存続期間設定が１５年となっているので、これを３０年に変更して３０ 

年まで更新できるように修正します。 

 

８－１．出願種別「330：WO意匠」の設定 

 

 ・WO意匠出願種別設定画面です。存続期限を登録日から 30年で設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・これまでの入力では、存続期間が国際登録から１５年で設定されているので、入力済みのものに対しても 

  存続期間を国際登録から３０年に変更しておく必要があります。 
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８－２．WO意匠の入力 

 

・国際登録まで進んだ出願台帳です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・１回目の年金納付の入力です。年金期限は５年更新されて 2026/10/20となります。 
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・２回目の年金納付の入力です。年金期限は５年更新されて、2031/10/20となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・３回目の年金納付の入力です。年金期限は５年更新されて、2036/10/20となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ここで年金納付をしなかった場合、次回の年金期限である 2036/10/20をもって意匠の国際登録は消滅します。 

存続期間が最大で２０年以上ある国の権利を維持するためには、更に更新してその国の分の 

個別手数料を納付する必要があります。 
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９．KR特許の拒絶査定時の分割出願期限の設定を整備しました。 

 

 ・最初の拒絶査定に対しては「再審査請求」か「不服審判請求」が選択できます。応答期間は拒絶査定から 

３０日以内です。２回目の拒絶査定に対しては「不服審判請求」のみとなります。 

ＫＥＭＰＯＳでは１回目と２回目を区別していません。 

いずれの場合も分割出願は可能です。期間は拒絶査定から３０日です。 

 

９－１．出願種別の設定 

 

・出願種別「KR特許 17」「KR特許/登」の分割出願期限 2に「手続日」から「30」日を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「KR特許/登」の設定です。 
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・新規に手続定義「23102: 拒絶査定 KR」を追加します。分割出願期限を計算するように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・KR特許 17の手続に追加します。KR特許/登についても同様に追加します。 
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９－２．KR特許 17の入力 

 

・KR特許 17の出願台帳です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・拒絶査定の入力です。応答期間３０日で期限を計算します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・転記の際、分割出願期限設定の案内が表示されますので「はい」を選択します。 
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・拒絶査定入力後の出願台帳画面です。応答期限「審判請求」が３０日で設定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・分割出願期限が期間３０日で設定されています。 
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10．CN特許の拒絶査定時の分割出願期限の設定を整備しました。 

 

 ・応答期間は拒絶査定通知を受領した日から３ヶ月以内です。 

不服審判請求提出後、又は審決取消訴訟期間中でも分割出願は可能です。 

 

10－１．出願種別・手続定義の設定 

 

・出願種別「CN特許」の分割出願期限 2に「手続日」から「-3（３ヶ月）」を設定します。 
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・新規に手続定義「23103：拒絶査定 CN」を追加しました。分割出願期限を計算するように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・CN特許の手続に追加します。 
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１０－２．CN特許の入力 

 

・CN特許の出願台帳です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・拒絶査定の入力です。応答期間３ヶ月で期限を計算します。（到達期間として１５日を加算しています。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・以下は到達期間加算に関する案内のメッセージです。 
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 ・転記の際、分割出願期限設定の案内が表示されますので「はい」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・拒絶査定入力後の出願台帳画面です。応答期限「審判請求」が３ヶ月＋１５日で設定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・分割出願期限が期間３ヶ月＋１５日で設定されています。 
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11．EP特許において、異議申立とそれに関係する異議審判手続を複数追加しました。 

 

・EP特許で異議申立を受けた場合の入力手続を設定していませんでしたので整備しました。 

 

 ・EP特許の手続設定画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・手続定義「24101:異議(受応)」「24803:取消決定 EP」を追加しました。 
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・応答期間設定に「異議受け」及び「取消決定」を追加しました。 
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12．国内国際意匠「意匠(WO)」における拒絶通報への応答期間延長に対応しました。 

 

 ・国内出願人は６０日で延長は不可、在外者は３ヶ月で１ヶ月延長可能です。 

 ・期間延長の手続が意匠に対応していないので、対応するようにしました。 

 

・意匠(WO)の出願種別設定画面です。こちらは変更はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・出願の入力です。外内案件を想定しています。 
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・関連出願への「親 WO意匠」（外内意匠）の入力です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・拒絶通報の入力です。応答期間は３ヶ月で計算しています。 
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・拒絶通報入力後の出願台帳画面です。応答期限「拒絶通報」がセットされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・期間延長の入力です。１ヶ月延長します。 
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・期間延長の参照画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・延長期限を自動計算します。３月１５日から１ヶ月延長します。 
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・期間延長後の出願台帳画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・出願種別「意匠(WO)」の「期間延長」の期限設定です。指令発送から４ヶ月で設定します。 
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・拒絶通報(外内)の期限設定です。日付転記に「指令発送」をセットします。 

  期間延長の応答期限の起算日を「指令発送」としましたので、拒絶通報の経過入力で指令発送日を 

設定する必要があります。 
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13．ターミナルディスクレーマーについて先願特許と自身の存続期限を比較し、期限の短い方を設定するよう 

対応しました。現在は、関連出願に先願特許がある場合、無条件に先願特許の存続期限がセットされる 

ようになっています。 

 

・ターミナルディスクレーマーを提出している出願を提出Ｂとして、その対象となっている出願を対象Ａ 

とした場合、通常は提出Ｂの存続期限は対象Ａの存続期限までとなります。 

 

・ここで何等かの事情で提出Ｂの存続期限の方が逆に前になる場合（例えば対象Ａの存続期限が特許期間調整 

によって延長された場合）があります。その場合に対象Ａの存続期期限によって提出Ｂの存続期限が後ろへ 

延びることがあるかということですが、延びる事はありません。 

 

１３－１．手続定義の修正 

 

・手続定義設定の「存続期限設定」のプリダウンリストに「6: 端末放棄」を追加します。 

・手続定義「22010: 登録(端末)」の存続期限設定に「端末放棄」をセットします。 
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１３－２．ターミナルディスクレーマーを提出した出願(提出Ｂ)とその対象の出願(対象Ａ)の入力 

 

・対象Ａの特許です。（ターミナルディスクレーマーの対象とされている出願です。） 

  出願日は「2017/01/20」です。調整期間なしの存続期限は「2037/01/20」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・提出Ｂの特許です。（ターミナルディスクレーマーを提出している出願です） 

  出願日は「2017/02/10」です。調整期間なし・先願特許なしの場合の存続期限は「2037/02/10」です。 

  ターミナルディスクレーマーの対象は関連出願に「先願特許」で入力します。 
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１３－３．ターミナルディスクレーマーを提出した出願の存続期限が後になる場合の入力 

 

・この場合は、提出Ｂの存続期限は対象Ａに合わせて切り捨てられます。 

・対象Ａに「登録（存続期限の計算あり。年金期限は設定による）」を入力します。調整期間はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・先願に登録を入力した後の出願台帳です。存続期限は出願日から 20年で「2037/1/20」です。 
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・提出Ｂで「登録（Terminal Disclaimerを提出している件）」を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・提出Ｂの登録入力後の出願台帳です。存続期限は対象Ａの存続期限が設定されています。 

  本来の存続期限「2037/2/10」よりも前で「2037/1/20」になっています。 
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１３－４．ターミナルディスクレーマーを提出した出願の存続期限が前になる場合の入力 

 

・この場合は、提出Ｂの存続期限はそのままで、対象Ａに合わせて延びることはありません。 

・対象Ａに「登録（存続期限の計算あり。年金期限は設定による）」を入力します。 

調整期間は１００日あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象Ａに登録を入力した後の出願台帳です。存続期限は１００日延長されて 2037/4/30です。 
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・提出Ｂで「登録（Terminal Disclaimerを提出している件）」を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・提出Ｂの登録入力後の出願台帳です。 

  本来の存続期限「2037/2/10」の方が対象Ａの存続期限「2037/4/30」よりも前になっています。 

  本来の存続期限「2037/2/10」は対象Ａによって延長されることなく元のままになっています。 
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14．国テーブルに「形容詞」を追加しました。 

 

・国設定表に「形容詞」を追加しました。 

 対応する編集コードは{CC&です。 
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（２）編集コード関係 

 

１．編集コード VCに英文住所 2「{VC101AA&」を追加しました。 

   

２．編集コード VCに依頼人(係争依頼人)の公式名称「{VC701ALL」を追加しました。 

 

３．手続 IDを指定して出願経過の送付日・受領日を編集するコードを追加しました。 

  {VLnnnn}:送付日（nnnnは手続定義の先頭４桁。出願であれば「1100」） 

  {VMnnnn}:受領日 

 

４．出願台帳、受任台帳それぞれの優先権証明書期限、優先権証明書提出日を出力する編集コードを追加 

しました。 

 （出願台帳） 

  優先権証明書提出期限 「{PT}」（760版で実装済み） 

  優先権証明書提出日 「{PS}」 

 （受任台帳） 

  優先権証明書提出期限 「{PT}」 

  優先権証明書提出日 「{PS}」 

 

５．出願人の編集コードに以下の拡張区分を追加しました。 

・ALL:共同出願人の顧客名をカンマで連結 

・ALM:全出願人の顧客名をカンマで連結 

・ALN:全出願人の顧客名+「様」をカンマ区切りで連結 

・ALO:共同出願人の顧客名+「様」をカンマ区切りで連結 

・ALP:全出願人の顧客名+「殿」をカンマ区切りで連結 

・ALQ:共同出願人の顧客名+「殿」をカンマ区切りで連結 

・ALR:共同出願人英名を空白で連結 

 

６．編集コード CCの拡張コードに以下の２つを追加しました。 

・形容詞「{CC&」（Chineseや Korean等）  ・公式名称「{CC[」 

 

７．顧客台帳の UserCus1-UserCus3を出力する編集コードを追加しました。 

・{CUJ:UserCus1  ・{CUK:UserCus2  ・{CUL:UserCus3 

 

８．日付の編集コードについて月日のみ出力するものを追加しました。 

 ・{ND8:2/20（月日は半角で「/」で区切ります） 

  ・{ND9:2月 20日（月日は半角で月、日も文字を入れます） 

 ・Excel出力に場合は、前に「’」を付けます。（文書書式の画面で「A10:’{ND8」のように指定します} 

 

９．日付編集の拡張コードに「A」を追加しました。 

・dd/mm/yyyyの形式で編集します。（「{NDA」の形式で指定します） 

 

10．編集コード「RZ」の拡張コードに登録日(A)・登録番号(B)・出願国の公式名(I)を追加しました。 

・A、Bに関しては 760版時点で実装済みでしたが、出願台帳のみではなく受任台帳からの出力にも 

対応するよう修正しました。 

 ・登録日「{RZ0221A」 

 ・登録番号「{RZ0221B」 

・出願国の公式名「RZ0221I」 



 70 

 

（３）その他 

 

１．kmp特許の初期画面からの取り込みソフト起動に「受領書」「国際中間」を追加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．出願種別に「新規選択除外」区分を追加しました。 

Trueにしておくことで、出願台帳にて新規台帳作成時に選択対象として表示されなくなります。 

 

・出願種別設定画面です。「新規選択除外」を追加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特許の新規作成です。「特許(公)」「特許(旧)」「追加特許」で新規選択除外を Trueにしたので選択対象として 

 表示されなくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

 

３．初期メニュウ→書類発行の LisSEQのソート対象項目に「顧客 Ref、年金期限、審査請求期限、更新初日、 

  更新終日」を追加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ソート順を「顧客 Ref」「手続日」としたものです。 
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４．継続手続を整備しました。 

継続手続を入力した際に、継続元の関連出願が追加されていなかったのを、追加するようにしました。 

 

・継続元の出願台帳です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・継続手続を入力します。継続先の整理番号は「170226US-C1」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「継続手続」入力後の出願台帳です。関連出願に継続先の出願が追加されています。 
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・継続手続で作成された出願台帳です。 

  継続元は関連出願に「原願(継続)」の区分で追加されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・優先権の基礎出願です。 

  「170226US」に追加された継続出願「170226US-C1」が反映されています。 
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５．顧客台帳の UserCus1～3について表題を指定できるようにしました。同時に入力枠を拡張しました。 

サイズは、表題 20文字以内、内容 30文字以内です。 

 

５－１．管理事項設定でのタイトル設定 

 

 ・管理事項設定画面です。「顧客台帳 UserCus表題」の設定箇所を追加しました。 

  データベース上の最大入力文字数は２０文字です。 
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５－２．顧客台帳の入力画面 

 

・UserCus1-3の入力枠を拡大しました。データベース上の最大入力文字数は３０文字です。 
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６．月締請求書の検索画面に ListSEQを追加しました。 

 

 ・「顧客 Ref」「請求日」「請求番号」「請求 ID」が指定できます。 
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７．ＰＣＴ出願取込ソフトを英語出願に対応させました。 

 

 ・インターネット出願ソフトがＰＣＴ出願の英語版に対応した事に伴い、ＰＣＴ出願取込ソフトについても 

  英語出願を取り込めるように対応しました。 

 

 ・ＰＣＴ出願取込ソフトの画面です。「英語版」ボタンを追加しました。 

  英語出願のファイルを読み込むと自動で押下されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・読込から書込までの操作は日本語出願のファイル取込時と同様です。 
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８．関連出願に「ファミリー化非対象」「ファミリー化特例」区分を追加しました。 

 

 ・ファミリー化非対象：Trueのものはファミリー化の対象から除外します。 

 ・ファミリー化特例：Trueのものはファミリー化の際に元の関連区分のままコピーします。 

 

 ・関連出願種別の設定画面です。「ファミリー化非対象」「ファミリー化特例」を追加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８－１．ファミリー化非対象とした場合の動作の説明 

 

 ・関連区分「999:その他」のファミリー化非対象を Trueにセットします。 
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 ・国内出願「170227-A」「170227-B」を作成し、それぞれの関連出願に「その他」で相手を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「170227P-A」に基礎として国内優先権出願を行います。 
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 ・国内優先の基礎（先の出願）です。関連出願に国内優先出願が「国内優先」で追加されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「170227P-A」にその他で関連付けられている「170227P-B」です。 

  「170227P-A」を基に作成された「170227P-A1」は追加されていません。 
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８－２．ファミリー化特例とした場合の動作の説明 

 

 ・関連区分「999:その他」のファミリー化特例を Trueにセットします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・作成した国内優先出願です。「170227P-B」がその他で追加されています。 
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 ・「170227P-A」にその他で関連づけられている「170227P-B」の出願です。 

  「170227P-A1」がその他で追加されています。 
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９．台湾特許の再審査請求で応答期限を設定できるようにしました。 

 

 ・従来「韓国」「インド」「台湾」で同一の「再審査請求」手続を使用していましたが、 

台湾については応答期限の設定が必要でしたので、新たに応答期限設定ありの「再審査請求」手続を 

作成し、台湾特許に割当てました。 

 

９－１．手続の設定 

 

 ・手続定義「32231：再審査請求 TW」を追加しました。「再審査理由書」期限を発生させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・TW特許 04の手続に設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・今までの再審査請求です。TW特許を除外し「KR,IN」用としました。 
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９－２．TW特許 04での入力 

 

 ・TW特許 04の出願です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・初審査拒絶査定を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・初審査拒絶査定入力後の出願台帳画面です。「再審査請求」期限が６０日で設定されています。 
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 ・再審査請求の入力です。「再審査理由書」期限が応答期限から４ヶ月で設定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「再審査請求」入力後の出願台帳です。「再審査理由書」期限が応答期限から４ヶ月で設定されています。 

   最終期限が、更に２ヶ月後で設定されています。 
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 ・再審査理由書の入力です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「再審査理由書」入力後の出願台帳です。期限が解除されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


